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公益社団法人 日野法人会広報誌

vol.215

3.4
月号
202 5

紙
面リニューア

ル！

表紙写真を募集中！表紙写真を募集中！表紙写真を募集中！表紙写真を募集中！

税務署からのお知らせ税務署からのお知らせ
事業活動報告事業活動報告
令和７年度税制改正大綱令和７年度税制改正大綱

市民の森スポーツ公園

多摩モノレール多摩モノレール

若葉台公園

日野・多摩・稲城日野・多摩・稲城
それぞれの街の「ふれあい」それぞれの街の「ふれあい」
をイメージ出来る写真を募集しています。をイメージ出来る写真を募集しています。
いつどの号で載るかお楽しみに!いつどの号で載るかお楽しみに!
ブログには全て掲載されます。ブログには全て掲載されます。
Googleアカウントをお持ちでない場合は、Googleアカウントをお持ちでない場合は、
日野法人会（hino_info@tohoren.or.jp）へお送りください。日野法人会（hino_info@tohoren.or.jp）へお送りください。

ブログはこちら！
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国 税 職 員 採 用 募 集 

 
   適 正 か つ 公 平 な 賦 課 及 び 徴 収 の 実 現 を 、 我 々 と 一 緒 に 目 指 し て み ま せ ん か︖ 

国税職員は、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして法律・経済・会計等の専門知識
を駆使して適正な課税を維持し、また、租税収入を確保するための事務を行います。 

 

 
  
 
  

 
 

 
※ 試験日程の公表 
  国税専門官及び税務職員採用試験 
  国税庁経験者（国税調査官級） 

 
12 月頃 
７月頃 

 

※ 詳細については、人事院国家公務員試験［採用情報 NAVI］に順次掲載予定です。 
 

各試験 
区分 

国税専門官 
（A 区分） 

国税専門官 
（B 区分） 

税務職員 国税庁経験者 
（国税調査官級） 

受験 
資格 

１ 21 歳から 29 歳の者 
２ 21 歳未満で、次に掲げる者 
 大学を卒業した者及び翌年３月までに大学

を卒業する見込みの者 
  人事院が上記に掲げる者と同等の資格が

あると認める者 

１ 受験する年の４月１日において
高等学校又は中等教育学校を卒業
した日の翌日から起算してまだ３
年を経過していない者及び翌年３
月までに高等学校又は中等教育学
校を卒業する見込みの者 

２ 人事院が上記１に掲げる者に準
ずると認める者 

大学等（短期大学を除く。）を
卒業した日又は大学院の課
程等を修了した日のうち最
も古い日から起算して８年
を経過した者 

申込 
期間 

２月下旬開始 ６月中旬開始 ７月下旬開始 

１次 
試験 

５月下旬 ９月上旬 ９月下旬 

試験 
科目 

基礎能力試験（多肢選択式）  
基礎能力試験（多肢選択式） 
適性試験（多肢選択式） 
作文試験 

 
基礎能力試験（多肢選択式） 
経験論文試験 

 

専門試験（多肢選択式） 

[必須] 
民法･商法、会計学 
[選択必須] 
民法･商法、会計学、憲法･行
政法、経済学、英語 
[選択] 
財政学、経営学、政治学･社
会学･社会事情、商業英語 

[必須] 
民法・商法、会計学、基礎
数学 
[選択] 
情報数学・情報工学、統計
学、物理、化学、経済学、
英語 

専門試験（記述式） 
憲法、民法、経済学、 

会計学、社会学 科学技術に関連する領域 

２次 
試験 

６月下旬〜７月上旬 10 月中旬 11 月上旬 
人物試験、身体検査 人物試験、身体検査 人物試験 

３次 
試験 

  
11 月下旬又は 12 月上旬 

総合評価面接試験 

合格 
発表 

８月中旬 11 月中旬 12 月中旬 
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税制改正大綱
－法 人 会の 税 制 改 正 提 言－

～中小企業に対する軽減税率は維持！
税と社会保障の問題への対応が始まる！～

政府は、令和６年12月27日に令和７年度税制改正大綱を閣議決定しました。
　法人会が提言していた中小企業に対する軽減税率・投資促進税制などは２年間延長され、
税と社会保障制度に対するあり方をめぐって個人所得課税では、基礎控除・給与所得控除が引き上げられることで、
「年収の壁」への対応が始まりました。主な内容をお知らせします。

(1)中小企業者等の軽減税率の延長
(2)中小企業投資促進税制の延長
(3)中小企業経営強化税制の延長

(1)基礎控除の引上げ
(2)給与所得控除
(3)特定親族特別控除
(4)同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件の緩和
(5)ひとり親の生計を一にする子の総所得金額要件の緩和
(6)勤労学生の合計所得金額要件の緩和
(7)家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の最
低保障額の緩和

法人税関係

所得税・住民税関係

相続税・贈与税関係

その他

資産税関係

消費税関係

ＴIS税理士法人　税理士　飯田 聡一郎
TEL：03-5363-5958  FAX：03-5363-5449
H  P: http://www.iida-office.jp/

東京法人会連合会

詳しくはブログへ→

詳しくはブログへ→

詳しくはブログへ→

詳しくはブログへ→

詳しくはブログへ→

詳しくはブログへ→

(1)結婚・子育て資金の一括贈与制度の期限の延長	

(1)グローバル・ミニマム課税への対応	

(1)輸出物品販売場における免税方式の見直し
(2)免税対象物品の範囲の見直し

中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、中小事業者等が取得する
生産性向上や賃上げに資する一定の機械・装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置

01

02

03

06

04

05

(4)企業版ふるさと納税制度の延長
(5)リース取引についての取扱い
(6)防衛特別法人税の創設

(2)事業承継税制の改正

(2)ガソリン税の引下げ

(8)個人住民税の改正
(9)生命保険料控除の見直し
(10)子育て世帯向け住宅ローン減税の改正
(11)確定拠出年金制度等の改正に合わせた対応
(12)受益者等が存しない信託に受益者等が存在する
ことになった場合
(13)退職所得の源泉徴収票の提出義務

(3)免税販売手続の見直し

記事内容についてのお問合せは…

令 和
7年 度
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各支部 新年会員交流会
01

多摩地区第2支部

　日野地区第2支部、多摩地区第1支部、多摩地区第2支部は、それぞれ「新年会員交流会」
を開催し、会員相互の親睦を深めることができました。

日野地区第2支部
多摩地区第1支部

詳しくはブログへ！

市長 講 演会
02

　日野地区、多摩地区は、それぞれ市長講演会を開催いたしました。
各市が取組む様々な事業やサービスについて、直接市長から伺う機会に
多数の会員にご参加をいただきました。
　講演会終了後には、市長も出席する交流会において会員相互の親睦
を深めました。

詳しくはブログへ！

多摩市長講演会 日野市長講演会 講演会の様子
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税 務 研 修 会
05 女性部会

テ ーマ別 研 修 会
06 源泉部会

　女性部会では、日野税務署の能登上席国税調査官を講師に迎え、
各地区ごとに「適正申告のための留意点」をテーマに税務研修会を
開催いたしました。

　源泉部会では2月6日日野税務署荒槇上席国税調
査官及び特定社会保険労務士菅沼真奈美氏を講師に
迎え「源泉所得税の事例研究」「職場におけるハラス
メント対策及び法改正情報について」をテーマに研修
会を開催いたしました。 源泉所得税の事例研究

職場におけるハラスメント対策及び
法改正情報について

詳しくはブログへ！

稲城地区日野地区 多摩地区

　日野地区第1支部は、2月7日サカエヤ茶楼において
「法人経営を行う上でキャッチアップしておきたい税金に
ついて」をテーマに支部会員でもある公認会計士・税理士
の雨宮氏を講師に招き税務研修会を開催いたしました。

　稲城地区は支部合同で、2月18日中国新派料理天安
において「適正申告のための留意事項」をテーマに
日野税務署能登上席国税調査官を講師に招き税務
研修会を開催いたしました。

税 務 研 修 会
03 日野地区第1支部

合同税務研修会
04 稲城地区支部

詳しくはブログへ！

詳しくはブログへ！ 詳しくはブログへ！
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確 定申告会 場
「 花 鉢 」贈呈

08

絵はがきコンクール応募作品展示
07

　女性部会では「第14回税に関する絵はがきコンクール」の全応募作品
(42校、273作品)を各地区ごと展示いたしました。

多摩地区 日野地区 稲城地区

　女性部会では、毎年恒例になっている日野税務署内
確定申告会場へ花鉢を贈呈しました。

詳しくはブログへ！

詳しくはブログへ！
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新入会員の紹介

10
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新入会員の紹介
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　平素より日野法人会の活動にご理解とご協力を
賜り、厚く御礼申し上げます。2025年度を迎えるに
あたり、広報委員会として今年度の方針を述べさせ
ていただきます。
　現在、私たちを取り巻く経済環境や社会情勢は目
まぐるしく変化しております。デジタル技術の進化、業
務の効率化、環境問題への取り組みなど、企業や地
域社会に求められる役割も多岐にわたります。その中
で、日野法人会が果たすべき役割は、会員企業同士
のつながりを深め、地域経済の発展に貢献すること
にあります。

広報委員会では、本年度、以下の取り組みを重点目標とし、活動を進めてまいります。

2025年度

広 報 委 員 会

方針
会員の皆さまへ

1 .情報発信力の強化

会報誌やデジタルツールを活用し、会員の皆さまにとって有益な情報を迅速かつ
的確にお届けします。特に、税務情報や地域経済の動向に関する記事を充実させ、
皆さまの経営活動を支える情報源となるよう努めます。

3 .デジタル化の推進

会員企業の皆さまが時代に即した情報通信手段を活用できるよう、FAXから
QRコードやオンラインツールへの移行を推進します。これにより、業務効率化や
コスト削減を支援します。

4 .地域社会との連携

地域の課題解決や持続可能な社会の実現に向け、行政や他団体との連携情報
を発信し、法人会が地域社会にとって欠かせない存在であり続けるための活動
を展開してまいります。

2 .会員間コミュニケーションの促進

オンライン・オフラインを問わず、交流の場を情報発信し、会員間の連携を強化します。
これにより、新たなビジネスチャンスの創出や地域貢献活動の推進を図ります。

2025年度は、私たち広報委員会が一丸となり、会員の皆さまの信頼と期待に応えるべく、
邁進してまいります。ともに成長し、未来への礎を築く1年にしていきましょう。
引き続き、日野法人会へのご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

公益社団法人日野法人会　広報委員会　木村一郎
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アンケート概要　

アンケート内容例

ご協力のお願い

　 アンケートは 、会員の皆さまの声を直 接 反映する大 切な機 会で す。お 忙しい中
恐れ入りますが、多くのご意 見をお寄 せいただきたくお願い申し上げます。
皆さまのご協力により、より良い会報誌をお届けできることを楽しみにしております。
何卒よろしくお願い申し上げます。

公益 社団法 人日野法 人会
広報 委員会 　 木 村一郎

回答方法：右のQRコードを読み取るか、URLよりご回答ください。
　　　　　ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
回答締切： 2025年4月14日（月曜日）まで
所要時間： 約5分

1. 会報誌で特に興味のある記事（税務情報、地域活動、会員企業紹介など）
2. 今後取り上げてほしいテーマや特集
3. 会報誌の配布方法について（紙媒体、デジタル版の希望など）
4. 法人会の活動全般に関するご意見

　日頃より日野法人会の活動に
ご支援とご協力を賜り、誠にあり
がとうございます。
2025年度の会報誌をより充実し
たものとするため、会員の皆さま
のご意見を伺いたく、アンケート
を実施いたします。
本アンケートでは、会報誌の内
容や構成に加え、法人会の情報
発信についてもご意見をお聞か
せください。皆さまの貴重なご意見
を今後の広報活動に活かしてまい
りますので、ぜひご協力をお願い
いたします。

　日頃より日野法人会の活動に
ご支援とご協力を賜り、誠にあり
がとうございます。
2025年度の会報誌をより充実し
たものとするため、会員の皆さま
のご意見を伺いたく、アンケート
を実施いたします。
本アンケートでは、会報 誌の内
容や構成に加え、法人会の情報
発 信についてもご意見をお聞か
せください。皆さまの貴重なご意見
を今後の広報活動に活かしてまい
りますので、ぜひご協力をお願い
いたします。

2025年度 

会報誌アンケートの

お願い
会員の皆さまへ

ＵＲＬ：https://forms.gle/9n92wEqrYYrEwaJv5
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厳正な抽選の結果、下記の方々にクオカードをお送りいたしました。
おめでとうございます。

【 1・2 月号 ( 通 巻 214 号 ) の当 選 結 果 】
(株 )日野 環 境 保 全 　 　 A . K 様 　 (株 )三 翔 設 備 工 業 　 　 H . I 様 　 (株 ) パイプコネクト 　 M . W 様
( 有 )コスモス 　 H . S 様 　 (株 )マイハウス 　 　 M . O 様 　 【 順 不 同 】

[個人情報の利用目的について]
ご入力いただいた個人情報は以下の目的にのみ利用し、本人の同意なく第3者に提供いたしません。
・ご回答。ご応募いただいた皆さまに、プレゼントを発送するため。
・プレゼントが返送された場合などに業務上の連絡をとるため。

私たちは源泉部会メンバーです。
前列左から、日野税務署荒槇上席国税調査官、伊藤部会長、橋詰幹事
後列左から、幡野監事、髙橋副部会長、丹下副部会長
左右の写真で違う箇所が５か所あります。右のブロックに当てはめ、記号でお答えください。

2枚の写真には明らかに違うところが

5か所あります。 ６名それぞれどこが

“変身”しているでしょう？

BEFORE AFTER

正解者の中から

抽選で５名の方に

クオカード50
0円分を

プレゼント！

★若干の違いは
ご愛嬌！

間違い探し

皆さんにもっと私たちのことを

知ってもらいたい！

源 泉 部 会
集 合 し ま し た 。

15

 A B C
D  E F
G H  　    I

 応 募方法
右のQRコードからご応募ください！ 応募締切：2025年4月25日(金)
2025年4月に表紙のQRコードから見れるブログにて正解を発表します。
このページをコピーして直接回答をご記入後、FAX送信でも受け付けます！
（会社名・氏名をご記入ください。）FAX:042-593 -9899



令 和7年度日野 法 人会TO P I C S

〜会員の皆様へ〜

令 和 7 年 3 月 2 5 日 ( 通 巻 2 1 5 号 )

公益社団法人 日野法人会発 行

発 行人 編 集
印 刷

〒191-0031 東京都日野市高幡3-8　
☎(042)593-9900
https://www.tohoren.or.jp/hino

会長 岩田利夫 　　　　　  　　　　　　広報委員会
株式会社インフォテック　多摩市落合2-6-1

決算法人説明会 4月23日(水）14時00分～15時00分 日野税務署3階会議室
4月決算法人対象 

決算法人説明会 5月21日(水) 14時00分～15時00分 日野税務署3階会議室
5月決算法人対象

決算法人説明会 6月25日(水) 14時00分～15時00分 日野税務署3階会議室
6月決算法人対象

決
算
法
人
説
明
会

新設法人説明会 4月21日(月) 14時00分～15時30分 日野税務署3階会議室

新設法人説明会 6月23日(月) 14時00分～15時30分 日野税務署3階会議室

新
設
法
人

説
明
会

第2支部報告会 4月22日(火)

第1支部報告会 4月24日(木)

第2.6支部交流ゴルフ大会 4月26日(土)

日
野
地
区

せいせき桜まつり 4月6日(日)

支部合同報告会 5月12日(月) 

多
摩
地
区

租税教室講師
育成セミナー 3月19日(水)

理事会 4月17日(木)

報告会 5月13日(火)

青
年
部
会

報告会 未定
稲
城
地
区

オンラインセミナーのご案内

▷ 日商簿記3級講座
5/22から
8週間視聴可能

▷ 入門！決算書の見方・活用
7/3から
4週間視聴可能

親と子の税金教室
「富津海岸潮干狩り」

時期：5月17日（土）

場所：千葉県富津海岸潮干狩り場女
性
部
会

理事会 3月18日(火)

報告会 5月15日(木)

源
泉
部
会

報告会 4月9日(水)
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